
令和８年１月13日　火曜日           
第661号1 増刊①

令
和
八
年
一
月
十
三
日

第
六
百
六
十
一
号

増

刊

①

　
　
　
　

告

示
（
第
十
号
）

○
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
の
一
部
改
正　
　
　
　
　
　

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
の
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
八

　

福
岡
県
告
示
第
十
号

　

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
平
成
五
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
り

そ
な
銀
行
を
、
国
内
に
所
在
す
る
本
店
（
所
）
、
支
店
（
所
）
及
び
出
張
所
に
お
い
て
、
口
座
振
替
に

よ
る
収
納
事
務
及
び
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
収
納
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
収
納
事
務
を
行

う
収
納
代
理
金
融
機
関
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　

一
の
表
収
納
代
理
金
融
機
関
名
の
欄
中
「
り
そ
な
銀
行
」
及
び
「
横
浜
幸
銀
信
用
組
合

」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

横
浜
幸
銀
信
用
組
合
福
岡
県
内
に
所
在
す
る
本
店
（
所
）
、
支
店
（
所
）
及
び
出
張
所

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規　
　
　

　
　
　

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
の
二
十
第
二
項
中
「
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
そ
の
者
の

一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
使
用
距
離
」
の
下
に
「
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
使
用
距
離
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
そ
の
者
の

一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
」
を

「
使
用
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
」
に
改
め
、
「
の
自
動
車

等
」
及
び
「
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
そ
の
者
の
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
を
乗
じ
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